
特定開発事業構想届について
《意見聴取》

令和６年８月23日（金）
海老名市まちづくり部住宅まちづくり課
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案件① 共同住宅（11階・141戸）泉一丁目

案件② 鉄塔類（無線基地局）国分北三丁目
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特定開発事業構想届について
条例第33条第１項には、特定開発事業に該当する建築物の建築又は工
作物の築造を構想するときは、特定開発事業構想届を提出しなければな
らないと規定されています。
また、条例33条第２項には、特定開発事業による影響事項をあらかじ
め海老名市都市計画審議会の意見を聴いて判断すると規定されています。

案件①

鉄塔類（無線基地局） 海老名市国分北三丁目3561番８

特定開発事業
の対象となるも

の

○工業系用途に建築する大規模共同住宅
〇工業系用途に建築する大規模小売店舗
○鉄塔類
○廃棄物処理施設
○パチンコ屋、ゲームセンター
○ラブホテル

2案件②

大規模共同住宅 海老名市泉一丁目1009番１ほか３筆



特定開発事業の手続きフロー

詳細

ｃ

構想届受理から通知までの流れ
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【海老名市住みよいまちづくり条例】（抜粋）
（特定開発事業構想届）

第３３条 事業者は、別表第１に規定する特定開発事業（以下「特定開発事業」とい
う。）に該当する建築物の建築又は工作物の築造を構想するときは、第３６条に規定す
る開発基本計画書を提出しようとする３月前までに、規則で定めるところによる特定開
発事業構想届（以下「構想届」という。）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の構想届の提出を受けたときは、構想届の内容について公表をし、規
則で定める特定開発事業による影響事項をあらかじめ海老名市都市計画審議会の意見を
聴いて判断するものとする。

（特定開発事業の通知書）
第３４条 市長は、前条第２項の規定による判断を事業者へ通知するとともに、必要に
応じ事業者に対する指導及び助言を行うものとする。
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参考



【海老名市住みよいまちづくり条例施行規則】（抜粋）

（特定開発事業による影響事項）
第４１条 条例第３３条第２項に規定する影響事項は、次のとおりとする。
(３)条例別表第１の３に規定する鉄塔類による影響事項

ア 条例第７条に規定するまちづくりの計画に関する影響
イ 行おうとしている開発事業による鉄塔類が与える周辺の景観への影響
ウ 他の代替となる施設の関係とその影響
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（特定開発事業による影響事項）
第４１条 条例第３３条第２項に規定する影響事項は、次のとおりとする。
(１)条例別表第１の１に規定する大規模共同住宅による影響事項

ア 条例第７条に規定するまちづくりの計画に関する影響
イ 行おうとしている開発事業による建築物が与える周辺の居住環境等への影響
ウ 行おうとしている開発事業による建築物が与える周辺の景観への影響

案件① 大規模共同住宅

案件② 鉄塔類

参考



（まちづくりの計画）
第７条 市のまちづくりは、法第１８条の２第１項の規定に基づき市の都市計画に関す
る基本的な方針を定めた海老名市都市マスタープランのほか、次に掲げる計画等により
行わなければならない。

(１) 第１０条及び第２７条に規定するまちづくり重点計画
(２) 第１５条に規定するまちづくり市民活動計画
(３) 法第１２条の４第１項第１号に規定する地区計画
(４) 建築基準法第６９条に規定する建築協定
(５) 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項に規定する

立地適正化計画
(６) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第５

条第１項に規定する地域公共交通計画
（７） 海老名市景観条例（平成２１年条例第１８号）第６条の景観推進計画
(８) 海老名市道路交通マスタープラン
(９) 前各号に掲げるもののほか、市が策定した方針、計画等のうち、まちづくりに

関するもの
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【海老名市住みよいまちづくり条例】（抜粋） 参考
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案件① 大規模共同住宅
泉一丁目



特定開発事業の概要

事業者
株式会社ランドアクシス
日神不動産株式会社

計画地 泉一丁目1009番１ほか３筆

地域地区 工業地域（建蔽率60%/容積率200%）

計画概要

共同住宅（11階・141戸）

延床面積：約 3965.56㎡

事業区域面積： 1983.51㎡

着手予定 令和６年12月下旬

完了予定 令和８年８月上旬
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案内図

事業計画地JR海老名駅
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配置図

機械式駐車場

住宅棟

平面駐車場

二輪車置場

市道６２号線
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立面図

東面 西面

南面 北面
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事前に確認した影響事項

規則第４１条第１号で規定する影響事項 市として事前に庁内確認した結果

ア）条例第７条に規定する
まちづくり計画に関する影響

『都市マスタープラン』
良好な市街地の形成に資する計画とす
ることを求める。

『立地適正化計画』
立地適正化計画の方針に即した計画と
することを求める。

『景観推進計画』
景観形成基準に配慮した計画とするこ
とを求める。

『住宅マスタープラン』
住生活基本計画（全国計画）における
最低居住面積基準の水準になるように
求める。

イ）周辺の居住環境等への影響

ウ）周辺の景観への影響

今回ご意見をいただく影響事項
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２階から１０階 平面図

ファミリー住戸 単身者用住戸

２５㎡未満の住戸
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住生活基本計画（全国計画）（別紙４） 抜粋
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市から事業者に対する意見（案）

条例第34条
• 海老名市のまちづくりに関する計画に則した、良好
な市街地の形成に資する事業となるよう求めます。

該当する計画 都市計画マスタープラン

立地適正化計画

住宅マスタープラン

• 周辺の居住環境・景観への影響に対し、土地利用
計画、立面計画、色彩、緑化等に配慮することを
求めます。

該当する計画 景観推進計画

• の居住環境・景観への影響に対し、土地利用計画、
立面計画、色彩、緑化等に配慮することを求めま
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案件② 鉄塔類（無線基地局）
国分北三丁目



特定開発事業の概要

事業者 株式会社ＮＴＴドコモ

計画地 国分北三丁目3561番８

地域地区 市街化調整区域

計画概要
コンクリート柱（無線基地局）
区域面積：10.08㎡

高さ：14.90m

着手予定 令和７年４月１日

完了予定 令和７年12月28日
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広域案内図

海老名駅

目久尻川

相鉄本線

Ｎ
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事業計画地

小田急小田原線



周辺案内図

目久尻川

Ｎ
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事業計画地

相鉄本線

市道３号線
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事業計画地

現況写真



完成イメージ

市道３号線からの様子 21

アンテナ柱（14.9m）
新設 装置柱（6.45ｍ）

新設



計画平面図
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立面図

基礎詳細図1/30
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事前に確認した影響事項

規則第４１条第３号で規定する影響事項 市として事前に確認した結果

ア）条例第７条に規定する
まちづくりの計画に関する影響

海老名市景観条例においては、高さ15ｍ
未満のコンクリート柱であり、影響がある
とされる高さを下回っている
また、条例第７条に規定するまちづくりの
計画の対象となるものはない

以上のことから影響事項はなし
イ）鉄塔類が与える

周辺の景観への影響

ウ）他に代替となる施設の関係と
その影響

本事業の計画地は市街化調整区域にお
ける道路と線路に挟まれた三角地であり、
代替となる施設はなく、またその影響は
なし

24
意見なしとして通知したい



今回ご意見をいただく影響事項
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１ 条例第７条に規定するまちづくり計画に関する影響
・第１０条及び第２７条に規定するまちづくり重点計画
・第１５条に規定するまちづくり市民活動計画
・法第１２条の４第１項第１号に規定する地区計画
・建築基準法第６９条に規定する建築協定
・都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項に規定する立地適正

化計画
・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第５条

第１項に規定する地域公共交通計画
・海老名市景観条例（平成２１年条例第１８号）第６条の景観推進計画
・海老名市道路交通マスタープラン
・前各号に掲げるもののほか、市が策定した方針、計画等のうち、まちづくりに

関するもの

３ 周辺の景観への影響

２ 周辺の居住環境等への影響
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1

９市３町都市計画下水道※

（相模川流域下水道）の変更について
［寒川平塚幹線の変更］

※相模原都市計画、相模湖津久井都市計画、平塚都市計画、藤沢都市計画、茅ヶ崎都市計画、厚木都市計画、

伊勢原都市計画、海老名都市計画、座間都市計画、綾瀬都市計画、大磯都市計画及び愛川都市計画

【意見聴取】
令和６年８月２３日（金）

海老名市まちづくり部都市計画課

資料２－１



2

目次

１ 相模川流域下水道の概要

２ 都市計画の変更の具体的な内容

３ これまでの経過と今後の予定
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１ 相模川流域下水道の概要
○下水道の排除方式

＜分流式＞汚水と雨水を 別々の 管渠系統で排除
＜合流式＞汚水と雨水を 同一の 管渠系統で排除

○海老名市の下水道は雨水と汚水を分けて処理する分流式

（分流式） （合流式）
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１ 相模川流域下水道の概要
○公共下水道と流域下水道

○公共下水道
公共下水道は、市街地の下水（雨水と汚水）を収集排除する施設であり、施設及び管理などは原則とし

て市町村が行います。汚水処理には、市町村独自の終末処理場で処理し、河川や海域などに放流する公共
下水道と、流域下水道につないで処理する流域関連公共下水道があります。排水施設の大部分が地下に
埋められている構造のものをいいます。
○流域下水道

河川や湖沼、海などの公共水域の自然環境を守り、流域の生活環境の改善をはかるため、2つ以上の市
町村にまたがって下水道の整備を行った方が効果的な場合に実施される下水道施設です（上図参照）。管
理などは原則として都道府県が行います。
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１ 相模川流域下水道の概要
○相模川流域下水道の位置
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１ 相模川流域下水道の概要
○相模川流域下水道、寒川平塚幹線の位置と概要

■寒川平塚幹線
・相模川流域下水道の左岸幹線と右岸処理場
（四之宮水再生センター）をつないで、大規模
地震等による災害時の相互融通機能を確保する
もの

延長約1.5km
管径（内径）2,000mm
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２ 都市計画の変更の具体的な内容
○今回変更する部分（寒川平塚幹線 平面図）

変更箇所は、平塚市及び寒川町地内
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２ 都市計画の変更の具体的な内容
○今回変更する部分（寒川平塚幹線 横断面図）
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２ 都市計画の変更の具体的な内容
○計画変更の概要
■平塚市側
寒川平塚幹線の起点となる発進立坑を築造する四之宮水再生センターにおいて施

設配置の変更があったことから、施工効率向上の観点から施工方法を改めて検討した
結果、寒川平塚幹線を施工上可能な最短ルートとするため、起点と一部ルートを変更
するとのことです。

■寒川町側
寒川平塚幹線の終点となる左岸幹線との接続箇所において、作業員の安全性の確

保や交通への影響などを踏まえ、接続に係る施工方法を改めて検討した結果、接続位
置を約170ｍ北側に変更し、既設人孔を活用して接続するとのことです。

○本日の意見照会の位置づけ
海老名市域における変更はありませんが、海老名市域を含む９市３町都市計画の

変更です。今般、都市計画の決定主体である神奈川県から各市町あてに意見照会が
ありました。この回答にあたり、都市計画審議会へ報告および意見聴取するものです。
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３ これまでの経過と今後の予定
○都市計画手続きのスケジュール

日程 都市計画決定に係る手続き

令和５年１２月１５日～１７日 都市計画説明会
（平塚市、寒川町）

令和６年４月５日～２６日 都市計画素案の閲覧・公述の受付
（流域関連９市３町）

令和６年５月２１日～２９日
（公述申出がなかったため中止）

都市計画公聴会

令和６年６月４日 県から９市３町へ法定意見照会

令和６年９月３日～１７日 都市計画案の法定縦覧・意見書の
受付（流域関連９市３町）

令和６年９月（予定） 市から意見照会へ回答

令和６年１０月（予定） 神奈川県都市計画審議会

令和６年１１月（予定） 都市計画変更告示
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ご清聴ありがとうございました。
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９市３町都市計画下水道（相模川流域下水道）の変更について 

［寒川平塚幹線の変更］ 

 

【目次】 

１ 経緯 

 

２ 計画変更の概要 

 

３ これまでの経過と今後の予定 

 

【添付資料】 

別添資料 ９市３町都市計画下水道（相模川流域下水道）の変更資料一式 

  

資料２－２
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９市３町都市計画※1下水道（相模川流域水道）の変更について 

 

１ 経緯 

 相模川流域下水道は、相模川の水質保全と地域の生活環境の改善を図るため、

神奈川県により昭和４４年５月に都市計画決定され事業化されました。その後、

排水区域の拡大、幹線ルートの変更等により、計１２回の都市計画変更が行われ

ています。 

 
図１ 相模川流域下水道概要図と寒川平塚幹線の位置  

 
※1 相模原都市計画、相模湖津久井都市計画、平塚都市計画、藤沢都市計画、茅ヶ崎都市計画、厚木都市

計画、伊勢原都市計画、海老名都市計画、座間都市計画、綾瀬都市計画、大磯都市計画及び愛川都市計画 

寒川平塚幹線 
左岸処理区と右岸処理区の 

相互融通機能を確保するもの 
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 寒川平塚幹線は、相模川流域下水道において、大規模地震等による災害時に左

岸処理区と右岸処理区の相互融通機能を確保するものです。延長約 1.5km 左岸

処理区と右岸処理区の相互融通機能を確保する、管径（内径）2,000mm の幹線で

す。平成２１年に都市計画決定されています。 

 神奈川県は、寒川平塚幹線について、令和７年度に着工し、令和１２年度まで

の整備完了を目指していますが、今般、事業実施に際し詳細な検討を行った結果、

起終点の位置や幹線ルートを変更する必要が生じたため、都市計画を変更した

いとのことです。 

 

 海老名市域における変更はありませんが、海老名市域を含む９市３町都市計

画の変更です。今般、都市計画の決定主体である神奈川県から各市町あてに意見

照会がありました。この回答にあたり、都市計画審議会へ報告及び意見聴取する

ものです。 

 

 

 

図２ 寒川平塚幹線の概要 

  



具体的な変更箇所は、平塚市及び寒川町地内 

4 
 

２ 計画変更の概要 

 

図３ 変更概要図 

 

・平塚市側 

 寒川平塚幹線の起点となる発進立坑を築造する四之宮水再生センターにおい

て施設配置の変更があったことから、施工効率向上の観点から施工方法を改め

て検討した結果、寒川平塚幹線を施工上可能な最短ルートとするため、起点と

一部ルートを変更するとのことです。 

 

・寒川町側 

 寒川平塚幹線の終点となる左岸幹線との接続箇所において、作業員の安全性

の確保や交通への影響などを踏まえ、接続に係る施工方法を改めて検討した結

果、接続位置を約 170ｍ北側に変更し、既設人孔を活用して接続するとのこと

です。 

  



5 
 

 

図４ 寒川平塚幹線横断面図 

 

 

３ これまでの経過と今後の予定 

日程 都市計画決定に係る手続き 

令和５年１２月１５日～１７日 都市計画説明会 

（平塚市、寒川町） 

令和６年４月５日～２６日 都市計画素案の閲覧・公述の受付 

（流域関連９市３町） 

令和６年５月２１日～２９日 

（公述の申出がなかったため中止） 

都市計画公聴会 

 

令和６年６月４日 県から９市３町へ法定意見照会 

令和６年９月３日～１７日 都市計画案の法定縦覧・意見書の受

付（流域関連９市３町） 

令和６年９月（予定） 市から意見照会へ回答 

令和６年１０月（予定） 神奈川県都市計画審議会 

令和６年１１月（予定） 都市計画変更告示 
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海老名都市計画公園（大谷杉久保近隣公園）
の決定について［報告］

令和６年８月23日(金)
令和６年度第２回都市計画審議会
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１ 計画の概要
（１）計画地と周辺の状況

海老名SA（下り）

海老名市資源化センター

国分寺台第四児童公園

大谷吉久保児童遊園

釜坂川

杉久保釜坂公園
計画地

杉久保小学校

杉久保富谷児童公園

南部大型備蓄倉庫200ｍ

大谷近隣公園

けやき通り公園

2



所在地 海老名市大谷南五丁目、杉久保北三丁目地内

都市計画区域 都市計画区域（市街化調整区域）

計画敷地面積 約２.3ha

アクセス
・JR相模線「社家駅」から徒歩約30分（約2.4 ㎞）
・海老名ICから車で約10分（約3.3㎞）
・海老名市コミュニティバス大谷・杉久保ルート「EXPASA海老名下り」下車すぐ
・相鉄バス「杉久保小学校前」下車、徒歩２分

計画地の状況

• 計画地は東名高速道路と釜坂川の間に位置する約２.3haの敷地で、海老
名サービスエリア（下り）に隣接しています。

• 計画地周辺は農地や住宅地が広がっているほか、杉久保釜坂公園や海老名
市立杉久保小学校、集合住宅などが立地しています。

• 計画地は南向きの段丘斜面となっており、最大高低差はおよそ20ｍあります。
• 杉久保小学校の南側に南部大型防災備蓄倉庫が立地していることや、海老

名サービスエリア（下り）が隣接することから、これらと連携した地域の防災拠
点となり得る立地となっています。

（２）計画地の概要と状況
１ 計画の概要

3



２ 都市計画公園の必要性と上位計画との整合
（１）都市計画公園の必要性

本公園計画地である海老名市の南部地域には、小規模で身近な公園が点
在していますが、地域の拠点となる中規模以上の公園は北部地域や中央地
域と比較すると少ない状況

「海老名市都市マスタープラン」では、地域特性に配慮し、公園・緑地を適切に配置する
ものと定め、また、公園・緑地の整備改善方針図では、大谷杉久保地区に地域特性に応じ
た機能の公園を確保することとしています。
緑地の保全や緑化の推進について示した「海老名市緑の基本計画」では、杉久保地区に

近隣公園を位置づけるとともに、当該公園への防災機能の強化を図ることとしています。

主として近隣に居住する者の利用に供しながら、地域の防災機能を強化する公
園を整備し、将来にわたって都市計画施設として担保するため、海老名都市
計画に大谷杉久保近隣公園を定めます。 4



２ 都市計画公園の必要性と上位計画との整合
（２）上位計画との整合

総合計画（えびな未来創造プラン2020）

緑の基本計画

都市計画区域の
整備、開発及び
保全の方針

県の計画 市の計画

都市マスタープラン
・防災機能を備えた近
隣公園の整備、今
後10年以内に整備
する公園として具体
的に位置づけ予定あ

・南部地域拠点公園整備
・防災機能の拠点整備

・都市公園の配置方針において、
杉久保地区に近隣公園を設置

整合 整合

連
携

整合

海老名市公園等整備・運営の指針

(仮称)大谷・杉久保地区公園整備基本構想・基本計画(案)

個別計画

令和6年8月１日〜31日まで パブリックコメント実施中

大谷杉久保近隣公園を位置づけ
5



３ 都市計画の概要［海老名都市計画公園（大谷杉久保近隣公園）］

種 別 名 称 位 置 面 積 備考番 号 公園名

近隣公園 3・3・6 大谷杉久保
近隣公園

海老名市大谷南五丁目及
び杉久保北三丁目 約2.3ha 多目的広場 等

（１）都市計画の概要

6

当該近隣公園は、市街化調整区域（一部市街化区域
含む）内に位置しているが、市街化区域に隣接していること、
南部拠点公園が少ないこと、防災機能の確保、ＳＡとの連
携・賑わいの創出の観点から本区域を選定しています。

凡 例
当該区域
第一種低層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
準工業地域



今後、都市計画公園が都市計画決定されると…（都市計画法第53条）
都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域内で、建築物の建築をしようと

するときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。

本市では、許可の条件を以下のとおり定めています。

都市計画法（抜粋）
（建築の許可）
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしよ
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

※都市計画施設（ここでは、都市公園法第２条に規定する公園施設）は、建築が可能

（海老名市都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における 建築物の建築許可の標準的な運用基準）

都市計画公園として都市計画決定することで、都市計画施設として担保

・階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
・木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造物であること
・容易に移転し、又は除却することができるもの 等

7

（２）都市計画施設の区域内における建築等の規制
３ 都市計画の概要［海老名都市計画公園（大谷杉久保近隣公園）］



４ 【参考】大谷杉久保近隣公園について
大谷杉久保近隣公園 ゾーニングと整備計画（案）
本ゾーニング（案）及び整備計画（案）は、今後変更される場合があります。

8

出入口ゾーン
駐車場

賑わい交流ゾーン

緑の保全ゾーン

憩い休憩ゾーン

多様な遊び

冒険遊びゾーン

◆賑わい交流ゾーン
多目的に利用できる芝生広場を中心に、来園者の様々な公園

利用ニーズを受け止める、市内外・多世代が楽しめるゾーン。
海老名SAに隣接していることで、多様な使い方が見込まれる場

所として、まとまった平場を確保し、見晴らしの良い高台部分に設
定します。

また、災害時における避難場所や、復興時における活動拠点等
、様々な用途に応じる空地としての機能を想定しています。

◆憩い休憩ゾーン
四季折々の自然を楽しみながら、

散歩や休憩ができる、地域のコミュニ
ティが生まれる集い・憩いのゾーン。

小学校や住宅地に近く、アクセス
性の良い低地部分に設定します。

◆多様な遊び冒険遊びゾーン
様々な遊びの機能を集めた、子供の好奇心や想像力を育むゾーン。
既存の樹林や起伏のある地形など、計画地の特徴を生かして設定します。

◆緑の保全ゾーン
地域の自然豊かな

環境を残しつつ、緑に
ふれあいリフレッシュでき
るゾーン。

既存の樹林や住宅
地を考慮して設定しま
す。

ぷらっとパーク EXPASA海老名下り
（コミュニティバス停留所)
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４ 【参考】大谷杉久保近隣公園について



５ 今後のスケジュール

令和６年４月〜 関係機関との事前相談

令和６年８月23日 海老名市都市計画審議会（報告）

令和６年９月８日 都市計画説明会

令和６年９月〜１０月 神奈川県との法定協議

令和６年１０月〜１１月 法定縦覧

令和６年１１月頃 海老名市都市計画審議会（諮問）

令和６年１２月頃 海老名都市計画公園の変更（新規追加）

令和７年４月以降 整備事業の着手（事業用地の取得）

※ 本スケジュールは予定であり、手続きの進捗において変更となる可能性があります。
10
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